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現行 改正 

感染再拡大を防止、第３波終息に向け 

県民・事業者の皆様へのお願い 

実施区域 ： 愛知県全域 

実施期間 ： ２０２１年 ３月 １日（月）～３月１４日（日） 

延長期間 ：       ３月１５日（月）～３月２１日（日） 

○ 緊急事態宣言の解除後も、感染の再拡大を防止し、第３波の終息にむけ、必要な対策を継続します。 

○ 国の基本的対処方針を踏まえ、感染リスクが高く感染拡大の主な起点となってきた場面に効果的な対策を継

続する方針とし、飲食につながる人の流れを抑制する営業時間短縮要請、外出自粛、テレワークの推進、イ

ベント開催制限等の取組を推進します。 

① 不要不急の行動の自粛 

○人の移動と、人と人との接触機会の抑制を図るため、法第２４条第９項に基づき、生活に必要な場合（※）

を除き、日中も含め、外出の自粛をお願いします。 

○特に、２１時以降の不要不急の外出は控えて下さい。 

※生活に必要な場合の例 

医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な出勤・通学、自宅近隣における屋

外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なもの 

○ 外出は、すいた時間と場所を選んで、人の多いところには出かけず、家族など、いつも一緒にいる人と、ス

テイホームをお願いします。

② 県をまたぐ不要不急の移動自粛 

○ 県をまたぐ不要不急の移動は控えて下さい。 

○特に、緊急事態宣言が継続している首都圏１都３県への不要不急の移動は自粛して下さい。 

○感染が拡大している都市域への移動に際しては、自覚を持って適切な行動をお願いします。

③ 高齢者等への感染拡大の防止 

○重症化しやすい高齢者、基礎疾患のある方々、妊婦の皆さんが感染しないよう、人と人との距離の確保や

マスク着用など、基本的な感染防止対策の徹底などの配慮をお願いします。

○これらの方々も、感染リスクの高い施設の利用を避けて下さい。

○特に、高齢者の方が多く利用する施設等では、「高齢者を守る８つのポイント」を遵守し、感染防止対策の徹

底を要請します。

④ 基本的な感染防止対策の徹底

○「感染しない、感染させない」を徹底して下さい。

○５人以上の大人数での会食・飲食は自粛をお願いします。会食・飲食する際は、同居家族以外は「いつも近

感染再拡大を防止、第３波終息に向け 

県民・事業者の皆様へのお願い 

実施区域 ： 愛知県全域 

実施期間 ： ２０２１年 ３月２２日（月）～ 

○ 感染の再拡大を防止し、第３波の終息に向け、対策の解除については段階的に行い、必要な対策を継続し

ます。 

○ 国の基本的対処方針を踏まえ、感染リスクが高く感染拡大の主な起点となってきた場面に効果的な対策を継

続する方針とし、飲食につながる人の流れを抑制する営業時間短縮要請、外出自粛、テレワークの推進、イ

ベント開催制限等の取組を推進します。

① 不要不急の行動の自粛 

○人の移動と、人と人との接触機会の抑制を図るため、不要不急の外出、及び県をまたぐ不要不急の移

動は、極力控えてください。 

○ （削除） 

○ 外出は、すいた時間と場所を選んで、人の多いところには出かけず、家族など、いつも一緒にいる人と、

ステイホームをお願いします。 

② 県をまたぐ不要不急の移動自粛 （①に集約し削除） 

○（削除） 

○（削除）

○感染が拡大している都市域への移動に際しては、自覚を持って適切な行動をお願いします。

② 高齢者等への感染拡大の防止 

○重症化しやすい高齢者、基礎疾患のある方々、妊婦の皆さんが感染しないよう、人と人との距離の確保や

マスク着用など、基本的な感染防止対策の徹底などの配慮をお願いします。

○これらの方々も、感染リスクの高い施設の利用を避けて下さい。

○特に、高齢者の方が多く利用する施設等では、「高齢者を守る８つのポイント」を、昼カラオケでは、業種別

ガイドラインを遵守し、感染防止対策の徹底を要請します。

③ 基本的な感染防止対策の徹底

○ 「感染しない、感染させない」を徹底して下さい。 

○ 会食・飲食する際は、同居家族以外は「いつも近くにいる４人まで」、ガイドラインを遵守したステッカー掲 

全般的な方針 

愛知県厳重警戒措置 「警戒領域」での感染防止対策 

Ⅰ. 県民の皆様へのお願い Ⅰ. 県民の皆様へのお願い 

全般的な方針 

朱書部は「変更事項」、下線部は「特にお願いする事項」
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くにいる４人まで」、ガイドラインを遵守したステッカー掲載店で、換気が良く、座席間隔も十分で、アクリル板

も設置され、混雑していない店を利用。会話時のマスク着用、大声を出さず、短時間・適度な酒量でお願い

します。

○日頃から、三密が発生する場所を徹底して避け、必要な外出は短時間とし、別図１「感染リスクが高まる５つ

の場面」では、マスクの着用、手指消毒等、基本的な感染防止対策を徹底して下さい。

○タクシーやバス・電車等の公共交通機関では、常にマスクを着用し、大声での会話は控えて下さい。特に、

飲酒後の乗車時には注意をお願いします。

○適切な温度・湿度等を保ちつつ、十分な換気を行って下さい。

○発熱等の症状が出たときは、まずは、かかりつけ医等の地域の医療機関や、保健所に設置された「受診・相

談センター」等に電話相談の上、県が指定した「診療・検査医療機関」を受診してください。

○接触確認アプリＣＯＣＯＡを、県民・事業者の皆様、オール愛知で活用し、検査の受診など保健所の早期サ

ポートにつなげて下さい。

⑤ 営業時間短縮と感染拡大予防ガイドライン等の徹底 

ア 営業時間短縮の要請 

○県内全ての食品衛生法に基づく飲食店営業・喫茶店営業の許可を受けた飲食店・カラオケ店（「別表１」に

定める施設、以下「飲食店等」という。）に対する法第２４条第９項に基づく要請を、次のとおり、継続していた

だくよう要請します。なお、デリバリー、テークアウトによる営業は要請の対象外とします。

実施期間【３月１日から３月１４日までの１４日間】

延長期間【３月１５日から３月２１日までの７日間】

 県内全域の「飲食店等」に対し、５時から２１時までの営業時間の短縮を要請します。酒類の提供
は、２１時に閉店できるよう、時間的余裕をもって適切にオーダーストップをお願いします。 

イ 営業時間短縮の働きかけ 

○施設に人が集まり、飲食につながる可能性がある「別表２」に定める施設については、５時から２１時までの

営業時間の短縮に協力をお願いします。

ウ 業種別ガイドラインの遵守等 

○飲食店では、二酸化炭素濃度測定器を使った店内の換気や、会話の声が大きくならないようＢＧＭの音量

を最小限にするなど、別表３の対策をお願いします。

○全ての施設で、業種別の感染拡大予防ガイドラインや県の感染防止対策リストを遵守し、感染防止対策の徹

底を強くお願いします。

○事業者は、「安全・安心宣言施設」ステッカーを掲示し、利用者に施設の安全性と感染防止対策への協力を

呼び掛けて下さい。

○利用者は、ステッカー掲示施設など安全な施設を利用し、感染防止対策の徹底に協力をお願いします。

載店で、換気が良く、座席間隔も十分で、アクリル板も設置され、混雑していない店を利用。会話時のマス

ク着用、大声を出さず、短時間・適度な酒量でお願いします。 

○ 日頃から、三密が発生する場所を徹底して避け、必要な外出は短時間とし、別図１「感染リスクが高まる５つ

の場面」では、マスクの着用、手指消毒等、基本的な感染防止対策を徹底して下さい。

○ タクシーやバス・電車等の公共交通機関では、常にマスクを着用し、大声での会話は控えて下さい。特に、

飲酒後の乗車時には注意をお願いします。

○ 適切な温度・湿度等を保ちつつ、十分な換気を行って下さい。

○ 発熱等の症状が出たときは、まずは、かかりつけ医等の地域の医療機関や、保健所に設置された「受診・相

談センター」等に電話相談の上、県が指定した「診療・検査医療機関」を受診してください。

○ 接触確認アプリＣＯＣＯＡを、県民・事業者の皆様、オール愛知で活用し、検査の受診など保健所の早期サ

ポートにつなげて下さい。

④ 営業時間短縮と感感染拡大予防ガイドライン等の徹底 

ア 営業時間短縮の要請  

○ 法第２４条第９項に基づく要請を、次のとおり（「別表１」に定める施設等）、継続していただくよう要請しま

す。 

対象区域 名古屋市全域 

要請期間 ３月２２日（月）から３月３１日（水）までの１０日間 

対象店舗 接待を伴う飲食店 

酒類を提供する飲食店 

酒類を提供するカラオケ店 

要請内容 ５時から２２時まで 

酒類の提供は、２２時に閉店できるよう、時間的余裕をもって適切にオーダーストップをお願い

します。 

イ 営業時間短縮の要請等の解除 

○ 下記の要請等については３月２２日（月）から解除します。 

１） 上記以外の飲食店等への営業時間の短縮要請 

２） 施設に人が集まり飲食につながる可能性がある施設への営業時間短縮の働きかけ 

３） イベントの営業時間短縮の働きかけ 

４） イルミネーション等の早めの消灯 

ウ 業種別ガイドラインの遵守等 

○飲食店では、二酸化炭素濃度測定器を使った店内の換気や、会話の声が大きくならないようＢＧＭの音量

を最小限にするなど、別表２の対策をお願いします。 

○全ての施設で、業種別の感染拡大予防ガイドラインや県の感染防止対策リストを遵守し、感染防止対策の徹

底を強くお願いします。

○事業者は、「安全・安心宣言施設」ステッカーを掲示し、利用者に施設の安全性と感染防止対策への協力を

呼び掛けて下さい。

○利用者は、ステッカー掲示施設など安全な施設を利用し、感染防止対策の徹底に協力をお願いします。

Ⅱ. 事業者の皆様へのお願い Ⅱ. 事業者の皆様へのお願い 
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⑥テレワークの徹底等 

○事業者は、「出勤者数の７割削減」を目指すことも含め、接触機会の低減に向け、テレワークやローテーシ

ョン勤務の徹底をお願いします。

○事業の継続に必要な場合を除き、２１時以降の勤務を抑制するようお願いします。

○時差出勤、週休や昼食時間の分散化、テレビ会議の活用、感染リスクが高まる「５つの場面」を避けるなど、

通勤・在勤時の三密を防ぐ取組の徹底をお願いします。

⑦ 職場クラスターを防ぐ感染防止対策 

○職場・寮での手指消毒、マスク着用、職員同士の距離確保、換気の励行、複数人が触る箇所の消毒、発熱等

の症状が見られる従業員の出勤自粛、テレビ会議の活用、感染リスクが高まる「５つの場面」を避ける行動な

どの感染防止対策を徹底して下さい。

○特に、休憩室、更衣室、喫煙室等、職場での「居場所の切り替わり」に注意するよう周知して下さい。

○従業員に、基本的な感染防止対策の徹底や、歓送迎会を始めとする会食・飲食の自粛を呼び掛けていただ

くようお願いします。

⑧ イルミネーション等の早めの消灯 

○ 事業者は、２１時以降のネオンの消灯と、イルミネーションの早めの消灯に協力をお願いします。 

⑨ イベントの開催制限等 

ア. 事業者におけるイベントの開催制限 

○事業者に対する、法第２４条第９項に基づくイベントの開催制限は、別表４の基準に制限するとともに、業種

別ガイドラインに基づく感染防止対策の徹底を要請します。

○あわせて、２１時までの営業時間の短縮や、参加者に対するイベント前後の会食自粛の周知をお願いしま

す。

イ．参加者へのお願い 

○ イベントに参加する場合は、人との距離確保、マスク着用、大声で会話や飲酒を控えるなど、感染防止対

策を徹底し、対策がとれない場合は、参加を自粛して下さい。

⑩ ３月・４月に行われる行事等での対策 

○ ３月・４月に行われる卒業式や入学式等の行事については、人と人との距離の確保など、適切な開催方法

を検討し、感染防止対策の徹底をお願いします。特に、大学の卒業式・入学式など、より多くの人が集まる

行事は、適切な開催の在り方を慎重に判断して下さい。

○ 歓送迎会、謝恩会、お花見に伴う宴会、卒業パーティー、追い出しコンパ、新歓コンパ、仕事の打ち上げ

などは自粛をお願いします。

○ 卒業旅行や友人との旅行、春休みの旅行は控えましょう。

○ 花見など、多数の人が集まる「季節の行事」に参加する場合は、人と人の距離の確保・マスクの着用・手指

衛生・大声での会話の自粛など、「基本的な感染防止対策」の徹底をお願いします。

⑪ 学校等での対応 

○学校においては、健康観察の徹底（体調不良の際は登校させない）、手指消毒・換気・マスク着用、オンライ

ン学習の活用、食事中の会話禁止（会話は食事後にマスクを着けてから）等の感染防止対策を徹底して、教

育活動の継続をお願いします。

○特に、寮生活、クラブ・部活動など集団行動における感染防止対策の徹底をお願いします。

⑤ テレワークの推進等 

○事業者は、接触機会の低減に向け、テレワークやローテーション勤務の推進をお願いします。 

 ○（削除）

○時差出勤、週休や昼食時間の分散化、テレビ会議の活用、感染リスクが高まる「５つの場面」を避けるなど、

通勤・在勤時の三密を防ぐ取組の徹底をお願いします。

⑥ 職場クラスターを防ぐ感染防止対策 

○職場・寮での手指消毒、マスク着用、職員同士の距離確保、換気の励行、複数人が触る箇所の消毒、発熱等

の症状が見られる従業員の出勤自粛、テレビ会議の活用、感染リスクが高まる「５つの場面」を避ける行動な

どの感染防止対策を徹底して下さい。

○特に、休憩室、更衣室、喫煙室等、職場での「居場所の切り替わり」に注意するよう周知して下さい。

○従業員に、基本的な感染防止対策の徹底や、歓送迎会を始めとする会食・飲食の自粛を呼び掛けていただ

くようお願いします。 

⑧ イルミネーション等の早めの消灯 （削除） 

⑦ イベントの開催制限等 

ア．事業者におけるイベントの開催制限 

○事業者に対する、法第２４条第９項に基づくイベントの開催制限は、別表３の基準に制限するとともに、業

種別ガイドラインに基づく感染防止対策の徹底を要請します。 

○あわせて、参加者に対するイベント前後の会食自粛の周知をお願いします。 

イ． 参加者へのお願い 

○ イベントに参加する場合は、人との距離確保、マスク着用、大声で会話や飲酒を控えるなど、感染防止対

策を徹底し、対策がとれない場合は、参加を自粛して下さい。

⑧ ３月・４月に行われる行事等での対策  

○３月・４月に行われる卒業式や入学式等の行事については、人と人との距離の確保など、適切な開催方法

を検討し、感染防止対策の徹底をお願いします。特に、大学の卒業式・入学式など、より多くの人が集まる

行事は、適切な開催の在り方を慎重に判断して下さい。 

○歓送迎会、謝恩会、お花見に伴う宴会、卒業パーティー、追い出しコンパ、新歓コンパ、仕事の打ち上げな

どは自粛をお願いします。 

○卒業旅行や友人との旅行、春休みの旅行は控えましょう。 

○花見など、多数の人が集まる「季節の行事」に参加する場合は、人と人の距離の確保・マスクの着用・手指

衛生・大声での会話の自粛など、「基本的な感染防止対策」の徹底をお願いします。 

⑨ 学校等での対応

○学校においては、健康観察の徹底（体調不良の際は登校させない）、手指消毒・換気・マスク着用、オンライ

ン学習の活用、食事中の会話禁止（会話は食事後にマスクを着けてから）等の感染防止対策を徹底して、教

育活動の継続をお願いします。

○特に、寮生活、クラブ・部活動など集団行動における感染防止対策の徹底をお願いします。

Ⅲ. その他のお願い Ⅲ. その他のお願い 
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現行 改正 

○家庭においても、規則正しい生活習慣の徹底（体調不良の際は登校しない・させない）、不要不急の外出を

避け可能な限り速やかな帰宅、生徒のみの会食等の自粛等の対応をお願いします。

○災害医療の専門家で構成する医療体制緊急確保チームを中心に、県内全ての医療機関と協力し、引き続

き、検査体制及び医療提供体制の更なる強化と維持に全力をあげます。

○国や市町村、医療機関等と協力し、感染症克服に大きな期待が寄せられているワクチンの接種体制の構築

に全力をあげます。

○重症化リスクの高い高齢者施設等の入所者を守り、施設内感染を防ぐため、県内全域で、高齢者施設等職

員へのスクリーニング検査を実施します。

○感染防止対策の継続により影響を受ける県民・事業者の皆様に対し、国の施策と連携し、きめ細かな支援に

努めるとともに、相談体制として、「別表５」の相談窓口やコールセンターにより、様々な問合せや相談に対

応します。

○⑤アの営業時間の短縮要請に応じた事業者に対し、別途定める基準に基づき、感染防止対策協力金を支

給するとともに、市町村や関係団体と連携し、チラシ、ポスター、Web ページ等の媒体を活用し周知に努め

ます。 

○県機関においても、テレワーク、ローテーション勤務、時差出勤など、人との接触機会を低減する取組を進

めます。

○感染防止対策の実施に際しては、国、医療機関、市町村等関係機関、団体はもとより、岐阜県・三重県と連

携して取組を進めます。

○家庭においても、規則正しい生活習慣の徹底（体調不良の際は登校しない・させない）、不要不急の外出を

避け可能な限り速やかな帰宅、生徒のみの会食等の自粛等の対応をお願いします。

○災害医療の専門家で構成する医療体制緊急確保チームを中心に、県内全ての医療機関と協力し、引き続

き、検査体制及び医療提供体制の更なる強化と維持に全力をあげます。

○国や市町村、医療機関等と協力し、感染症克服に大きな期待が寄せられているワクチンの接種体制の整

備を加速します。

○重症化リスクの高い高齢者施設等の入所者を守り、施設内感染を防ぐため、県内全域で、高齢者施設等職

員へのスクリーニング検査を実施します。 

○ 再度の感染拡大の予兆や感染源を早期に探知するため、国に協力し、ＰＣＲ検査等（モニタリング検査）の

円滑な実施に努めます。 

○ 感染防止対策の継続により影響を受ける県民・事業者の皆様に対し、国の施策と連携し、きめ細かな支援

に努めるとともに、相談体制として、「別表４」の相談窓口やコールセンターにより、様々な問合せや相談に

対応します。 

○ ④アの営業時間の短縮要請に応じた事業者に対し、別途定める基準に基づき、感染防止対策協力金を支

給するとともに、市町村や関係団体と連携し、チラシ、ポスター、Web ページ等の媒体を活用し周知に努め

ます。 

○ 県機関においても、テレワーク、ローテーション勤務、時差出勤など、人との接触機会を低減する取組を進

めます。

○ 感染防止対策の実施に際しては、国、医療機関、市町村等関係機関、団体はもとより、岐阜県・三重県と連

携して取組を進めます。

Ⅳ. 県の取組 Ⅳ. 県の取組 


